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第３章 地域医療構想の推進

 急速に少子高齢化が進行する中、平成37年(2025年)にはいわゆる団塊の世代の方々が75歳以上と

なり、医療や介護を必要とする高齢者が大幅に増加し、医療ニーズ及び慢性的な疾病や複数の疾病

を抱える患者の増大による疾病構造の変化が見込まれています。

 こうした状況を見据え、地域にふさわしいバランスのとれた病床の機能の分化と連携を進め、効

率的で質の高い医療提供体制を構築するため、医療法に基づき、平成28年10月に｢愛知県地域医療

構想」を策定しました。

 今後は、本構想の実現に向け、各構想区域の地域医療構想推進委員会などを活用しながら、医療

関係者間での協議などに基づく自主的な取組を推進していくことで、将来あるべき医療体制を実現

してまいります。

 なお、詳細な内容については、別冊の「愛知県地域医療構想」に記載しています。

１ ｢愛知県地域医療構想｣の主な内容

（１）構想区域の設定

○ 尾張中部医療圏（清須市、北名古屋市、豊山町）は面積が著しく小さく患者の多くが名古屋

医療圏（名古屋市）へ流出していることから、名古屋医療圏と統合して1つの構想区域とする。

他は、2次医療圏をそれぞれ構想区域として設定。

（２）必要病床数の推計

ア 構想区域ごとの医療需要の推計

○ 高度急性期・急性期・回復期機能の医療需要については、平成25年度(2013年度)のレセ

プトデータや将来推計人口等に基づき、病床の機能区分ごとに1日当たりの入院患者数を

推計する。機能区分ごとの医療需要は、患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来

高で換算した値により推計する。

○ 慢性期機能の医療需要については、療養病床の入院受療率の全国格差が大きいことから、

入院受療率の地域差を解消するための目標を定め、長期で療養を要する患者のうち一定割
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合を在宅医療等に移行する前提で算定する。

イ 都道府県間の医療需要の調整

○ 1日当たり10人以上の患者の流入・流出が見込まれる岐阜県、三重県、静岡県、東京都、

福岡県と協議を行い、医療機関所在地の医療需要として算出することで調整。

ウ 構想区域間における入院患者の流入・流出の調整

○ 本県においては、現在の医療提供体制が変わらないと仮定し、現在の流入・流出の状況

が平成37年(2025年)も続くものとして、医療機関所在地ベースで必要病床数を推計する。

エ 必要病床数の推計

○ 平成37年(2025年)の医療機関所在地ベースの医療供給量を病床の稼働率で除して得た

数を、各構想区域における病床の必要量とする。

オ 在宅医療等の必要量の推計

在宅医療等の医療需要については、療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数の

70％は在宅医療等での対応とされており、また、平成37年(2025年)の医療需要は入院受療率

を低下させる仮定で、長期で療養を要する患者のうち一定割合は在宅医療等に移行するとし

て推計。

高度急性期 2,885 高度急性期 368
急性期 8,067 急性期 1,128
回復期 7,509 回復期 990
慢性期 3,578 慢性期 578

計 22,039 計 3,064
高度急性期 192 高度急性期 231

急性期 640 急性期 706
回復期 772 回復期 902
慢性期 377 慢性期 486

計 1,981 計 2,325
高度急性期 799 高度急性期 585

急性期 2,309 急性期 1,703
回復期 1,374 回復期 1,770
慢性期 786 慢性期 940

計 5,268 計 4,998
高度急性期 407 高度急性期 19

急性期 1,394 急性期 103
回復期 1,508 回復期 70
慢性期 613 慢性期 75

計 3,922 計 267
高度急性期 565 高度急性期 537

急性期 1,822 急性期 1,633
回復期 1,789 回復期 1,587
慢性期 1,209 慢性期 1,457

計 5,385 計 5,214
高度急性期 319

急性期 1,108 高度急性期 6,907
回復期 1,209 急性期 20,613
慢性期 674 回復期 19,480

計 3,310 慢性期 10,773
計 57,773

知多半島

愛知県合計

名古屋・尾張中部 西三河北部

海部 西三河南部東

尾張東部 西三河南部西

平成37年における
病床の必要量

(必要病床数推計)

平成37年における
病床の必要量

(必要病床数推計)

尾張西部 東三河北部

尾張北部 東三河南部

構想区域 機能区分 構想区域 機能区分

平成25年度 平成37年 平成25年度 平成37年

4,021

1,220791

2,9971,812

2,163

3,9552,622

6,5424,345

5,0003,026

8,5224,999

3,5912,260

5,9503,750

4,6302,745

7,092

8,3294,982

419325

877728

59,01137,095

97,84559,724

3,2012,288

構想区域 区分
医療需要

名古屋・尾張中部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

26,736

30,57018,847

43,976

海部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

尾張東部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

知多半島
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

尾張西部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

尾張北部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

西三河南部西
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

医療需要

2,9121,957

6,0543,810

1,8271,219

3,7242,378

1,6861,015

3,782

愛知県合計
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

構想区域 区分

西三河北部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

西三河南部東
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

東三河南部
在宅医療等

(再掲)在宅医療等のうち訪問診療分

東三河北部
在宅医療等



- 17 - 

カ 構想を実現するための方策

   （ア）基本的な考え方

○ 各構想区域に設置する地域医療構想推進委員会などの場を活用し、医療機関の自主

的な取組を促すとともに、医療機関相互の協議を行う。

○ 病床の機能の分化と連携等を推進するため、地域医療介護総合確保基金を積極的に

活用する。

（イ）今後の主な方策

a 病床の機能の分化及び連携の推進

b  在宅医療の充実

      c  医療従事者の確保・養成

２ 地域医療構想推進委員会の設置

構想区域ごとに、関係者との連携を図りつつ、将来の病床の必要量を達成するための方策そ

の他の地域医療構想の達成を推進するために必要な協議を行う場として、地域医療構想推進委

員会を設置しています。

○ 構成員

市町村の代表

地区医師会の代表

地区歯科医師会の代表

地区薬剤師会の代表

病院協会代表

医療保険者代表

看護協会代表

慢性期や回復期等の医療機関の代表

その他基幹的保健所等の長が適当と認める者

３ 病床の機能に関する情報の提供の推進

  医療法に基づく「病床機能報告制度」において、一般病床及び療養病床を有する病院及び有床

診療所は、その有する病床について、担っている病床の機能（現在、将来）、構造設備、人員配

置、医療の内容等を報告することとされています。

  報告された内容をホームページで公表し、県民に周知するとともに、その情報等を活用しなが

ら各医療機関が担っている病床機能を把握・分析し、地域医療構想推進委員会等において共通認

識を形成し、地域医療構想の実現に向けた医療機関の自主的な取組や相互の協議が進むよう促し

ていきます。


